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　５月 28 日、市長に新型コロナウイルスワクチン接種に
関する緊急要望を提出しました。
ワクチン接種に関し、接種体制の更なる強化と市民が安心
して接種できるように緊急要望するものであり、議長及び
新型コロナウイルス感染症等対策特別委員長から市長へ
と手渡されました。緊急要望の内容は次のとおりです。

要望書を市長に提出しました
(行方市議会新型コロナウイルス感染症等対策特別委員会 )

（左から）鈴木 裕 副委員長、岡田 晴雄 議長、
鈴木 周也 市長、髙橋 正信 委員長

行方市長　鈴木　周也　様
行方市議会議長　岡田　晴雄

行方市議会新型コロナウイルス感染症等対策特別委員会
委員長　髙橋　正信

新型コロナウイルスワクチン接種に関する緊急要望
　ワクチン接種に関して、接種体制の更なる強化と市民が安心して接種できるように、下記の項目を緊急要望い
たします。

記

１　接種計画の見直しと医療関係者の確保等に関すること
　　 政府は、７月末を念頭に高齢者へのワクチン接種を終えられるよう取り組むとしているが、そのためには本

市の接種計画を見直し、また県と連携の下、医療関係者の確保等に努められたい。

２　水郷医師会との協議に関すること
　　 新たな接種会場の確保及び地域のかかりつけ医などでの接種が広範にできるよう、水郷医師会との協議を進

められたい。

３　接種会場への交通手段の確保に関すること
　　 接種会場までの移動手段が困難な方への交通手段に不備のないよう取り組まれたい。必要な場合は、訪問接

種を検討すること。

４　職員等の確保に関すること
　　 接種会場において、事前に予診票を記入していないことが想定されるため、会場で職員等のアドバイスを受

けながら記入できるよう、職員等の確保に努められたい。

５　障害のある方への配慮に関すること
　　 視覚障害、聴覚障害、精神疾患などのある接種希望者に対しては、十分配慮する接種体制を講じられたい。

６　接種済み者へ感染予防や副反応について周知を図ること
　　 接種会場における経過観察時間を活用して、接種済み者が注意すべき事項、例えば、すぐに

体内の免疫が形成されるわけではなく、引き続き十分な感染予防が必要であること、翌日に
発熱などの副反応が顕著であることなどについて、わかりやすく周知を図られたい。

　今定例会では、ノーネクタイ、ノー上着で一般質問等を行いました。
　また、議場の冷房温度を 28 度に設定し、併せて常に換気を行いながら新型コロナウイルス感染
症対策を徹底しました。

行方市議会では、夏の軽装（クールビス）を推進しています

※要望書の全文は、市ホームページからもご覧になれます。（https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page009506.html）
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